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を
解
釈
す
る
際
に
参
考
と
す
べ
き
点
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
章
で
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
光
宅
寺
刹
下
銘
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銅
板
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光
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旧
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・
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理・
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事・
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感
縁

仰
月
星・

・漢　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑱　
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・漢
洞
照

同
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厥
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歸
実
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…
倶・

値
千
聖

　

二
、
銘
文
の
校
訂

　

本
章
で
は
欠
失
部
分
以
外
の
文
字
で
と
く
に
注
意
を
要
す
べ
き
も
の
を
取
り

上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
一
）　

⑨
―
７

　

⑨
―
７
（
図
６
）
は
い
さ
さ
か
解
読
に
迷
う
文
字
で
あ
る
が
、「
棗
」
の
古

体
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
文
字
の
前
後
は
『
甚
希
有
経
』
か
ら
字

句
が
引
用
さ
れ
た
箇
所
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。

　
（
二
）　

⑭
―
１
・
⑯
―
４

　

⑭
―
１
（
図
７
）
と
⑯
―
４
（
図
８
）
と
は
字
体
が
よ
く
似
て
お
り
、
小
野

玄
妙
・
喜
田
貞
吉
の
両
氏
は
と
も
に
こ
れ
を
「
冀
」
と
し
て
い
る

（
10
）。

し
か

し
な
が
ら
、
両
字
を
よ
く
見
較
べ
る
と
、
と
く
に
そ
の
上
半
部
分
に
明
瞭
な
違

い
が
認
め
ら
れ
、
両
者
が
別
字
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
伴
信
友
は
早
く

こ
れ
に
気
づ
き
、
⑭
―
１
を
「
翼
」、
⑯
―
４
を
「
冀
」
と
区
別
し
て
記
し
て

い
る

（
11
）。

福
山
敏
男
氏
は
こ
の
区
別
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
聖
を
翼た

す

け
」

「
冀ね

が

わ
く
ば
」
と
読
ん
で
い
る

（
12
）。

こ
の
両
字
に
つ
い
て
は
藤
井
信
男
氏
の

よ
う
に
厳
密
に
は
不
明
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
文
の
意
味
内
容
か
も
福
山
氏

の
読
み
は
き
わ
め
て
妥
当
な
も
の
と
考

え
ら
れ
、
以
降
の
論
考
も
み
な
こ
れ
に

な
ら
っ
て
い
る

（
13
）。

よ
っ
て
本
論
文

で
も
⑭
―
１
を
「
翼
」、
⑯
―
４
を

「
冀
」
と
す
る
。

　
（
三
）　

⑮
―
４

　

⑮
―
４
（
図
９
）
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
「
阿
」
と
す
る
も
の
と
「
同
」
と

 図６　⑨－７「棗」

 図７　⑭－１「翼」

 図８　⑯－４「冀」
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あ
る
よ
う
に
、
仏
法
の
世
界
が
絶
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。
崇
高
な
る
霊
峯

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
し
、
星
漢
（
天
の
川
）
の
輝
き
が
こ
れ
を
照
ら
し
、
未
来

永
劫
に
瑞
厳
に
秘
蔵
す
る
た
め
に
は
、
堅
牢
な
金
石
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
。
つ

つ
し
ん
で
そ
の
銘
を
刻
ん
で
言
う
。

　

悟
り
（
上
覚
）
へ
の
道
は
遥
か
に
遠
い
が
、
悟
り
の
境
地
に
至
ら
れ
た
釈
尊

（
大
仙
）
は
な
ん
と
偉
大
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
理
（
究
極
の
真
理
）
は
人
智
を

超
え
る
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
お
り
、
事
（
実
際
の
現
象
）
が
縁
起
（
因
縁
・
因
果
）

を
知
る
き
っ
か
け
と
な
る
。（
こ
の
銅
板
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
ま
こ
と

の
帝
釈
天
の
姿
が
こ
こ
豊
山
に
降
臨
し
（
こ
の
山
を
仏
教
の
聖
山
で
あ
る
須
弥

山
に
な
ぞ
ら
え
て
讃
え
）、
霊
鷺
山
の
多
宝
塔
が
わ
が
心
の
泉
に
涌
出
し
た
。

錫
杖
を
負
っ
て
遍
歴
遊
行
し
、
琴
を
奏
で
て
修
練
し
、
瞑
想
の
た
め
に
林
を
拓

い
て
坐
し
、（
枕
石
の
語
の
よ
う
に
）
自
然
の
中
に
隠
遁
し
て
雑
念
を
払
っ
て

修
行
に
励
む
（
に
は
、
こ
の
地
は
恰
好
の
場
所
と
言
え
よ
う
）。（
千
仏
多
宝
仏

塔
を
お
つ
く
り
申
し
上
げ
た
と
い
う
）
す
ぐ
れ
た
行
い
（
勝
善
）
に
よ
っ
て
、

と
も
に
真
理
に
到
達
し
よ
う
。
現
在
の
世
（
賢
劫
）
に
お
い
て
、
こ
こ
に
現
れ

る
諸
仏
に
会
お
う
。
歳
は
降
婁
（
戊
の
年
）
に
や
ど
る
七
月
上
旬
、
道
明
が

八
十
人
ば
か
り
の
人
を
率
い
て
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
て

い
る
天
皇
の
お
ん
た
め
に
、
つ
つ
し
ん
で
お
つ
く
り
申
し
上
げ
る
。

　
（
三
） 「
釈
天
真
像
」
の
解
釈
に
つ
い
て

　
「
釋
天
真
像
」
の
語
に
つ
い
て
、
福
山
氏
は
「『
釈
天
真
像
、
降
二
茲
豊
山
一
、

鷲
峯
宝
塔
、
涌
二

此
心
泉
一

』
は
銅
板
千
仏
多
宝
塔
を
造
つ
て
こ
の
豊
山
の
地

に
安
置
し
た
こ
と
を
比
喩
的
に
云
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
し
、
ま
た
星
山
晋

也
氏
は
「
釈
天
の
真
像
、
茲こ

こ

豊
山
に
降
り
」
と
訓
読
し
、
意
味
を
「
豊
山
に
千

仏
が
降
り
」
と
し
て
い
る
か
ら

（
24
）、

両
氏
は
い
ず
れ
も
「
釋
天
真
像
」
を
本

銅
板
そ
の
も
の
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
、
大
山
誠
一
氏
は
、「
帝
釈
天
で
は
『
真
像
』
の
語
が
不
自
然
で
、
や

は
り
何
ら
か
の
仏
像
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、『
聖
帝
』
を
逸

多
す
な
わ
ち
弥
勒
に
譬
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
弥
勒
菩
薩
を
含
む
こ
と
は

確
実
と
考
え
る
」（

25
）

と
し
、
の
ち
に
こ
の
論
文
を
著
書
に
収
め
る
際
に
は
、

「『
釈
天
真
像
』
は
、
仏
教
護
法
の
主
神
で
あ
る
帝
釈
天
と
梵
天
を
指
す
と
思
わ

れ
る
。
奈
良
朝
以
後
、
そ
の
造
像
は
盛
ん
で
あ
り
、
こ
の
銅
版
銘
に
よ
れ
ば
長

谷
寺
で
も
造
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」（

26
）

と
考
え
を
改
め
て
い
る
（
大
山
氏
は

実
際
に
造
像
さ
れ
た
仏
像
が
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
た
ら
な

い
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
釈
天
」
の
語
は
仏
教
語
で
は
帝
釈
天
を
あ
ら
わ
す
か
ら
、

こ
れ
を
銅
板
そ
の
も
の
と
す
る
解
釈
は
本
来
の
意
味
用
法
と
の
間
に
齟
齬
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
帝
釈
天
と
梵
天
」
を
略
記
す
る
な
ら
ば
こ
れ
を

「
梵
釈
」
と
す
る
の
が
一
般
的
な
用
法
で
あ
り
、
本
来
帝
釈
天
を
意
味
す
る

「
釈
天
」
の
語
で
そ
の
両
者
を
指
し
示
す
と
す
る
解
釈
に
も
大
い
に
違
和
感
が

あ
る
。

　

私
は
こ
の
「
釋
天
真
像
」
を
字
義
通
り
帝
釈
天
と
解
し
て
何
ら
問
題
は
な
い

と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
本
銘
文
で
は
こ
の
銅
板
が
当
初
安
置
さ
れ
た
「
山
」

を
「
霊
峯
」「
豊
山
」
と
い
う
二
つ
の
美
称
で
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
そ
こ
に

「
帝
釈
天
が
降
っ
た
」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
こ
の
「
山
」
を
、
帝
釈
天
の
棲
所

で
あ
り
、
か
つ
仏
教
世
界
の
中
心
（
世
界
山
）
で
あ
る
須
弥
山
に
な
ぞ
ら
え
、

讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
釋
天
真
像
」
の
語
は
修
辞
技
法
の
一
と
し

て
美
文
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
、
本
銅
板
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
も
実
際
の
仏

像
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
本
銘
文
が
「
光
宅
寺
刹
下

銘
」
を
参
考
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。
一
章
で
ふ
れ
た
よ
う

に
、「
光
宅
寺
刹
下
銘
」
の
引
用
箇
所
中
に
は
「
今
事
与
二
須
弥
一
等
同
、
理
与
二
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天
地
一
無
窮
」
と
の
表
現
が
あ
る
。
銅
板
銘
の
作
者
は
こ
れ
に
触
発
さ
れ
、
あ

く
ま
で
修
辞
の
一
つ
と
し
て
「
釋
天
真
像
」
の
表
現
を
思
い
つ
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る

（
27
）。

　

四
、
銘
文
の
彫
刻
技
法

　
（
一
）　

中
国
・
朝
鮮
・
日
本
の
文
字
彫
刻
技
法

　

銅
板
銘
の
書
風
、
す
な
わ
ち
痩
怯
峻
嶮
と
も
評
さ
れ
る
や
や
右
肩
上
が
り
の

縦
長
形
を
示
す
文
字
の
書
体
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
初
唐
の
欧
陽
詢

（
五
五
七
～
六
四
一
）
な
い
し
は
子
の
欧
陽
通
（
？
～
六
九
一
）
の
そ
れ
に
酷

似
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
28
）。

一
方
、
文
字
の
彫
刻
技

法
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
鈴
木
勉
氏
に
よ
り
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、

教
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る

（
29
）。

以
下
、
同
氏
の
研
究
に
依
り

な
が
ら
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
の
文
字
彫
刻
技
法
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す

る
。

　

鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
漢
字
の
文
字
彫
刻
は
中
国
に
源
を
発
す
る
が
、
そ
の
彫

刻
は
春
秋
戦
国
時
代
よ
り
唐
代
に
至
る
ま
で
「
浚
い
彫
り
技
法
」
に
よ
る
の
だ

と
い
う
。
後
漢
の
あ
る
時
期
に
は
「
線
彫
り
（
毛
彫
り
）」
が
用
い
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
ほ
ど
な
く
し
て
ま
た
「
浚
い
彫
り
」
に
戻
り
、
そ
の
後
も
一

貫
し
て
「
浚
い
彫
り
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。「
線
彫
り
（
毛
彫
り
）
技

法
」
は
Ｖ
溝
た
が
ね
（
ま
た
は
Ｕ
溝
た
が
ね
）
で
一
回
加
工
し
た
だ
け
で
Ｖ
溝

（
ま
た
は
Ｕ
溝
）
に
よ
っ
て
文
字
を
形
成
す
る
技
法
で
あ
り
、「
浚
い
彫
り
技

法
」
は
次
の
よ
う
な
彫
刻
過
程
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。

　

①
筆
で
下
書
き
を
す
る
。

　

② 

筆
で
書
か
れ
た
下
書
き
の
文
字
線
の
縁
の
内
側
を
た
が
ね
（
小
さ
な
Ｖ
溝

た
が
ね
や
Ｕ
溝
た
が
ね
）
で
彫
る
。

　

③
残
っ
た
部
分
を
た
が
ね
で
浚
い
取
る
。

　

一
方
、
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
延
嘉
七
年
（
五
三
九
）
銘
金
銅
如
来
像
お
よ
び

癸
未
年
（
五
六
三
）
銘
金
銅
三
尊
像
の
銘
文
な
ど
に
「
線
彫
り
（
毛
彫
り
）
技

法
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
期
段
階
に
あ
っ
て
は
「
線
彫
り
（
毛
彫

り
）
技
法
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
七
～
八
世
紀
の
銘
の
い
く
つ
か
に
は
早
く

も
「
浚
い
彫
り
技
法
」
が
み
ら
れ
、
朝
鮮
に
お
い
て
「
線
彫
り
（
毛
彫
り
）
技

法
」
が
発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
鈴
木
氏

は
、
朝
鮮
に
お
い
て
は
「
線
彫
り
（
毛
彫
り
）
技
法
」
が
発
展
し
な
い
う
ち
に

中
国
よ
り
新
た
な
技
術
、
す
な
わ
ち
「
浚
い
彫
り
技
法
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
た

め
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
お
け
る
陰
刻
銘
の
ほ
と
ん
ど
は
「
線
彫
り
（
毛
彫

り
）
技
法
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
発
展
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
点
に
中

国
・
朝
鮮
に
は
な
い
特
色
が
あ
る
と
い
う
。
鈴
木
氏
は
そ
の
発
展
過
程
を
次
の

よ
う
な
三
期
に
分
け
て
整
理
さ
れ
て
い
る

（
30
）。

　

第
一
期　

 

線
を
彫
る
の
に
精
一
杯
で
あ
る
「
導
入
の
時
代
」　
〔
六
世
紀
末
～

七
世
紀
中
葉
〕

　

第
二
期　

 

筆
文
字
に
似
せ
て
彫
る
よ
う
に
努
力
し
た
「
進
化
の
時
代
」

　
　
　
　
　
〔
七
世
紀
中
葉
～
八
世
紀
初
頭
〕

　

第
三
期　

線
彫
り
刻
銘
技
法
の
「
完
成
の
時
代
」　
〔
七
世
紀
前
半
～
〕

　
　
　
　
　
　
（
各
期
の
間
に
過
渡
期
的
刻
銘
が
重
な
る
よ
う
に
存
在
す
る
）

　

す
な
わ
ち
、
日
本
で
は
六
世
紀
末
か
ら
切
削
加
工
に
よ
る
文
字
彫
刻
技
法
が
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あ
ら
わ
れ
た
が
、
そ
の
技
法
は
Ｖ
溝
（
Ｕ
溝
）
た
が
ね
で
一
回
加
工
し
た
だ
け

で
Ｖ
溝
（
Ｕ
溝
）
を
形
成
す
る
「
線
彫
り
（
毛
彫
り
）
技
法
」
で
あ
り
、
そ
の

後
も
一
、二
の
例
外
を
除
き
一
貫
し
て
「
線
彫
り
（
毛
彫
り
）
技
法
」
が
用
い

ら
れ
た
。
し
か
も
日
本
に
お
け
る
「
線
彫
り
（
毛
彫
り
）
技
法
」
に
お
い
て
は

筆
意
の
表
現
技
法
が
独
自
の
仕
方
で
発
展
し
、
た
い
へ
ん
高
い
レ
ベ
ル
に
達
し

た
と
い
う
。

　

鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、「
浚
い
彫
り
技
法
」
は
筆
で
書
か
れ
た
下
書
き
の
文
字

を
重
視
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
金
属
上
に
再
現
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る

が
、「
線
彫
り
（
毛
彫
り
）
技
法
」
は
筆
で
書
か
れ
た
下
書
き
の
文
字
の
形
を

多
少
犠
牲
に
し
て
で
も
、
た
が
ね
の
運
び
の
勢
い
を
重
視
す
る
の
を
大
き
な
特

徴
と
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
下
書
き
の
文
字
の
形
に
対
す
る
忠
実

性
よ
り
も
、
筆
画
の
動
き
や
勢
い
の
表
現
に
重
き
を
置
い
た
が
た
め
に
、「
線

彫
り
（
毛
彫
り
）
技
法
」
が
他
に
例
を
見
な
い
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
の
だ
と

い
う

（
31
）。

　
（
二
）　

長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
の
文
字
彫
刻
技
法

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
古
代
の
日
本
の
刻
銘
に
は
「
浚
い

彫
り
技
法
」
に
よ
る
も
の
が
一
点
存
在
し
、
そ
れ
こ
そ
が
長
谷
寺
銅
板
法
華
説

相
図
の
銘
文
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
銅
板
銘
の
文
字
の
溝
底
部
を
詳
細
に

観
察
す
る
と
、
溝
の
断
面
形
状
は
図
18

（
32
）

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
か
ら
文
字
線
の
両
側
の
縁
を
小
さ
な
Ｕ
溝
た
が
ね
で
彫
っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
、
こ
の
刻
銘
が
「
浚
い
彫
り
技
法
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

銅
板
の
制
作
時
期
は
同
氏
の
時
期
区
分
に
よ
る
第
二
期
（
七
世
紀
中
葉
～
八

世
紀
初
頭
）、
す
な
わ
ち
日
本
の
工
人
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
「
筆
文
字
に
似
せ
て

彫
る
よ
う
に
努
力
」
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
が
、
に
も

関
わ
ら
ず
こ
の
銅
板
銘
の
刻
み
手
は
、
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら

れ
て
い
た
「
線
彫
り
（
毛
彫
り
）
技
法
」
で
は
な
く
、

「
浚
い
彫
り
技
法
」
と
い
う
当
時
の
日
本
で
は
き
わ
め
て

特
殊
な
技
法
を
用
い
て
文
字
を
彫
刻
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
理
由
に
つ
い
て
鈴
木
氏
は
、
当
初
、
韓
国
国
立
中

央
博
物
館
所
蔵
の
清
寧
四
年
（
一
○
五
八
）
銘
鐘
を
「
韓

国
に
お
け
る
『
浚
い
彫
り
技
法
』
の
最
も
古
い
例
」（

33
）

と
さ
れ
た
上
で
、
長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
銘
は
「
中
国

系
の
技
術
者
の
手
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
」（

34
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
の

そ
の
後
の
論
文
で
は
、
浚
い
彫
り
技
法
を
用
い
た
朝
鮮
の

作
例
と
し
て
清
寧
四
年
銘
鐘
を
三
百
年
以
上
さ
か
の
ぼ
る

上
院
寺
（
韓
国
江
原
道
平
昌
郡
）
開
元
十
三
年
（
七
二
五
）
銘
鐘
の
ほ
か
、
益

山
王
宮
里
五
層
石
塔
金
製
金
剛
経
板
（
八
世
紀
、
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
蔵
）、

廉
巨
和
尚
塔
誌
（
会
昌
四
年
〈
八
四
四
〉
銘
、
慶
州
国
立
博
物
館
蔵
）
な
ど
を

新
た
に
追
加
さ
れ
、
長
谷
寺
銅
板
銘
は
「
中
国
古
来
の
浚
い
彫
り
刻
銘
技
法
に

よ
っ
て
い
る
。
そ
の
書
体
も
初
唐
の
大
家
で
あ
る
欧
陽
詢
の
書
と
近
似
し
て
い

る
点
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て

い
る
可
能
性
も
含
め
て
中
国
系
の
工
人
と
僧
が
関
わ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像

が
つ
く
」（

35
）

と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
前
後
す
る
鈴
木
氏
の
論
文
に
お
け
る
表
現
は
微
妙
に
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
異
に
す
る
も
の
の
、
い
ず
れ
に
せ
よ
長
谷
寺
銅
板
銘
は
中
国
系
の
工
人

に
よ
っ
て
彫
刻
さ
れ
た
と
の
認
識
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
た
し
か
に
そ
の
可

能
性
は
大
い
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
銅
板
に
関
す

る
こ
れ
ま
で
の
私
の
研
究
で
は
、
銅
板
成
立
の
背
景
に
朝
鮮
文
化
の
強
い
影
響

図18　長谷寺銅板法華説相図刻銘の溝底部
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が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る

（
36
）。

　

① 
銅
板
多
宝
塔
の
舎
利
安
置
位
置
（
地
中
に
埋
納
せ
ず
塔
中
に
安
置
）
お
よ

び
多
宝
塔
の
形
式
（
大
胆
な
直
線
の
組
み
合
せ
で
表
現
、
木
組
み
を
施
さ

ず
持
送
り
を
設
け
る
）
は
、
朝
鮮
石
塔
の
そ
れ
と
共
通
す
る
。

　

② 

七
世
紀
後
半
に
建
て
ら
れ
た
百
済
式
石
塔
で
あ
る
滋
賀
県
東
近
江
市
石
塔

町
（
旧
滋
賀
県
蒲
生
郡
蒲
生
町
）
石い

し
ど
う
じ

塔
寺
の
石
塔
の
第
三
層
正
面
に
は
舎

利
奉
安
孔
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
地
中
で
は
な
く
塔
の
上
層
部
に
舎
利
を

安
置
す
る
朝
鮮
方
式
が
七
世
紀
後
半
の
日
本
で
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証

左
と
な
る
。

　

③  

多
宝
塔
に
付
く
博
山
に
は
六
～
七
世
紀
の
百
済
で
定
型
化
さ
れ
た
並
行
細

線
を
と
も
な
う
猪
目
形
が
み
ら
れ
る
。

　

④ 

銅
板
中
段
左
右
の
七
尊
像
の
中
に
は
、
中
国
南
朝
で
創
始
さ
れ
、
百
済
を

経
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
宝
珠
捧
持
菩
薩
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

⑤ 

銅
板
銘
に
み
ら
れ
る
欧
陽
詢
・
欧
陽
通
風
の
書
風
は
高
句
麗
で
流
行
し
、

日
本
で
は
七
世
紀
後
半
に
限
定
的
に
盛
行
を
み
た

（
37
）。

　

⑥ 

史
書
に
よ
れ
ば
銅
板
の
制
作
主
体
で
あ
る
僧
道
明
は
百
済
系
渡
来
氏
族
の

出
身
と
み
ら
れ
る

（
38
）。

　

右
の
諸
点
か
ら
私
は
、
銅
板
は
初
唐
の
美
術
様
式
を
根
底
に
、
朝
鮮
文
化
の

強
い
影
響
下
に
成
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視

点
に
立
っ
た
と
き
、
銅
板
銘
の
刻
み
手
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
中
国
系
の
工
人
と

限
定
せ
ず
、
朝
鮮
系
の
工
人
と
み
る
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
鈴
木
氏
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
浚
い
彫
り
技
法
に
よ
る
朝
鮮
最
古
の
在
銘

作
品
は
今
の
と
こ
ろ
開
元
十
三
年
（
七
二
五
）
銘
の
上
院
寺
鐘
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
朝
鮮
で
は
こ
れ
を
多
少
な
り
と
も
溯
る
時
期
に
お
い
て
す
で
に
浚
い

彫
り
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
の
想
定
は
充
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う

し
た
技
術
を
持
っ
た
朝
鮮
工
人
が
渡
日
し
、
銅
板
銘
の
彫
刻
に
携
わ
っ
た
と
の

見
方
も
一
概
に
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
右
の
①
～
⑥
に
示
し
た

よ
う
な
諸
点
か
ら
は
、
こ
の
銅
板
の
製
作
に
携
わ
っ
た
、
道
明
を
中
心
と
す
る

あ
る
種
の
〝
文
化
的
サ
ロ
ン
〟
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
集
団
は
、
朝
鮮
系
の
渡
来
人

な
い
し
は
そ
の
末
裔
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
銘
の
刻
み
手
も
そ
う

し
た
集
団
の
一
人
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
素
直
な
見
方
と
も
い
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
銅
板
銘
に
つ
い
て
は
、
そ
の
欧
陽
詢
・
欧
陽
通
風
の
書

風
が
日
本
で
は
七
世
紀
後
半
に
限
定
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
稀
少
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
た
が

（
39
）、

加
え
て
、
銘
の
彫
刻
に
用
い

ら
れ
た
浚
い
彫
り
と
い
う
技
法
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
き
わ

め
て
特
殊
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
鈴
木
氏
の
研
究
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
銅
板
銘
を
刻
む
に
あ
た
り
日
本
に
お
い
て
主
流
で
あ
っ
た
線
彫
り
（
毛

彫
り
）
技
法
で
は
な
く
浚
い
彫
り
技
法
が
、
選
択
的
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
運

筆
の
勢
い
の
表
現
を
損
な
っ
て
で
も
欧
陽
詢
・
欧
陽
通
風
の
文
字
の
形
を
正
確

に
写
し
取
る
た
め
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
本
銅
板
の
製
作
に
携
わ
っ
た
人
々
の
使

命
感
に
も
似
た
強
い
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

む
す
び

　

銅
板
銘
釈
読
の
試
み
は
江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
・
伴
信
友
（
一
七
七
三
～

一
八
四
六
）
に
は
じ
ま
る
と
い
っ
て
よ
く
、
以
降
多
く
の
研
究
者
が
試
行
錯
誤

を
重
ね
て
き
た
。
銘
文
は
比
較
的
読
み
や
す
く
鐫
刻
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ほ
と

ん
ど
の
文
字
に
つ
い
て
は
当
初
よ
り
共
通
の
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
い
く
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つ
か
の
文
字
に
関
し
て
は
解
釈
が
分
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
た

め
て
銘
文
の
原
字
を
全
体
に
わ
た
っ
て
見
直
す
と
、
従
来
読
み
の
定
ま
っ
て
い

な
か
っ
た
⑮
―
４
、
⑯
―
３
、
�
―
10
な
ど
の
文
字
は
、
同
じ
銅
板
銘
中
に
文

字
の
旁つ

く
りや

構
成
部
分
を
共
有
す
る
別
の
文
字
が
あ
り
、
こ
れ
と
問
題
の
文
字
と

の
字
形
を
比
較
し
、
前
後
の
文
脈
を
勘
案
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
「
同
」「
廌
」「
枕
」
と
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

本
銅
板
の
、
主
と
し
て
そ
の
制
作
年
代
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
銅
板
の
彫
刻
様

式
と
と
も
に
銘
文
内
容
の
解
釈
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
が
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
正
し
い
字
形
の
把
握
な
く
し
て
は
い
か
な
る
研
究
も
砂
上

の
楼
閣
と
な
る
お
そ
れ
を
孕
ん
で
い
る
。
金
石
文
に
お
い
て
は
銘
文
の
原
字
を

忠
実
に
読
み
解
く
作
業
が
な
に
ご
と
に
も
優
先
し
よ
う
。
本
小
論
で
は
右
の
よ

う
な
観
点
か
ら
銘
文
の
校
訂
を
試
み
た
。

　

一
方
、
銅
板
銘
の
文
内
容
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
五
行
（
①
～
⑤
）
は
下
半
分

を
欠
き
、
意
味
が
明
確
に
は
と
れ
な
い
が
、
福
山
氏
の
い
う
よ
う
に
、
お
そ
ら

く
は
概
念
的
な
序
論
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
銘
文
を
通
覧
す
る

と
、
前
半
部
分
は
『
甚
希
有
経
』
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
な
ど
仏
教
色
が
濃

く
、
後
半
部
分
に
は
道
教
色
が
か
い
ま
見
え
る
と
い
っ
た
傾
向
が
み
て
と
れ

る
。
⑳
行
目
「
遙
哉
上
覺
、
至
矣
大
仙
」（
遙
か
な
る
哉
上
覺
、
至
れ
る
矣
大

仙
）、
�
～
�
行
目
「
調
琴
練
行
」（
琴
を
調
べ
て
練
行
す
）、「
星
漢
洞
照
、
恒

秘
瑞
巗
」（
星
漢
洞あ

き

ら
か
に
照
ら
し
、
恒
に
瑞
巗
に
秘
し
て
）
と
い
っ
た
表
現

が
そ
れ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
も
含
め
て
本
銅
板
銘
に
は
や
や
難
解
な
箇
所
も
あ
り
、
研
究

者
間
で
異
論
の
あ
る
部
分
も
多
い
が
、
右
の
校
訂
作
業
に
よ
っ
て
本
銅
板
の
制

作
年
代
を
文
武
天
皇
二
年（
六
九
八
）七
月
上
旬
と
す
る
私
見
に
変
更
は
な
い
。

　

さ
ら
に
、
銅
板
銘
の
彫
刻
技
法
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
す
ぐ
れ
た
研
究
に
よ

り
こ
れ
が
当
時
の
日
本
で
は
き
わ
め
て
稀
少
な
「
浚
い
彫
り
技
法
」
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
銘
の
刻
み
手
は
中
国
系
工
人
、
朝
鮮
系

工
人
の
い
ず
れ
か
と
み
ら
れ
る
が
、
銅
板
の
制
作
背
景
に
朝
鮮
文
化
の
強
い
影

響
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
後
者
の
可
能
性
が
高
い
と
い
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註（
１
） 

国
宝
指
定
名
称
（
昭
和
三
十
八
年
七
月
）。
本
銅
板
は
論
者
に
よ
っ
て
千
仏
多
宝
塔
、

法
華
説
相
図
銅
版
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
方
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
小
論
で
は
「
銅

板
法
華
説
相
図
」
を
用
い
、
略
称
と
し
て
「
銅
板
」
を
併
用
す
る
。

（
２
） 

野
間
清
六
「
玉
虫
厨
子
に
関
す
る
問
題
」（『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
七
九
、
昭
和
三
十
二

年
）。
の
ち
『
飛
鳥
・
白
鳳
・
天
平
の
美
術
』（
至
文
堂
、
昭
和
三
十
三
年
）
所
収
。

（
３
） 

拙
稿
「
長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
考
」（『
仏
教
芸
術
』
二
○
八
、
平
成
五
年
）。
同

「
長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
の
制
作
背
景
」（『
仏
教
芸
術
』
二
一
五
、
平
成
六
年
）。
同

「
長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
再
考
―
大
山
誠
一
氏
に
答
え
て
―
」（『
仏
教
芸
術
』

二
二
五
、
平
成
八
年
）。
同
「
持
統
天
皇
の
呼
称
に
関
す
る
一
考
察
」（『
日
本
宗
教
文

化
史
研
究
』
三
ノ
一
、
平
成
十
一
年
）。
同
「
長
谷
寺
銅
板
の
〝
道
明
〟
に
つ
い
て
」

（『
新
潟
産
業
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
二
○
、
平
成
二
十
年
）。
同
「
長
谷
寺
銅
板
の
〝
豊

山
〟
に
つ
い
て
」（『
奈
良
美
術
研
究
』
八
、
平
成
二
十
一
年
）。

（
４
） 

イ
～
ハ
か
ら
の
引
用
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
以
下
の
各
氏
で
あ
る
。
な
お
、
と
く

に
イ
の
『
甚
希
有
経
』
は
さ
ほ
ど
著
名
な
経
典
と
は
い
え
ず
、
そ
の
経
文
も
『
大
正
新

脩
大
蔵
経
』
の
見
開
き
二
頁
に
収
ま
る
ご
く
ご
く
短
い
も
の
で
あ
り
、
同
経
か
ら
の
引

用
を
指
摘
し
た
小
野
玄
妙
氏
の
博
覧
強
記
ぶ
り
に
は
今
更
な
が
ら
驚
き
を
禁
じ
得
な
い

　
　

イ
． 

小
野
玄
妙
「
国
宝
大
和
長
谷
寺
蔵
千
仏
多
宝
塔
銅
版
の
製
作
年
代
を
論
じ
て
銘
文

中
に
見
ゆ
る
仏
教
思
想
の
根
柢
に
及
ぶ
（
上
）」（『
考
古
学
雑
誌
』
四
ノ
一
○
、
大

正
三
年
）。
の
ち
『
仏
教
の
美
術
及
歴
史
』（
仏
書
研
究
会
、
大
正
五
年
）
所
収
。

　
　

ロ
．
大
屋
徳
城
『
寧
楽
仏
教
史
論
』（
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
十
二
年
）。

　
　

ハ
． 

藤
井
信
男
「
長
谷
寺
銅
版
銘
の
釈
義
試
考
」（『
立
正
大
論
叢
・
歴
史
篇
』
一
、
昭

和
十
七
年
）。

　
　

 　

な
お
、
以
下
、
本
拙
稿
に
お
け
る
大
屋
氏
・
藤
井
氏
の
論
説
は
す
べ
て
右
の
論
文
に

よ
る
。

（
５
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
十
六
巻
（
経
集
部
三
）
所
収
。

（
６
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
十
二
巻
（
史
伝
部
四
）
所
収
。

（
７
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
十
二
巻
（
史
伝
部
四
）
所
収
。

（
８
） 

山
田
孝
雄
「
続
古
京
遺
文
」（『
古
京
遺
文
』
宝
文
館
、
明
治
四
十
五
年
）。
な
お
右
の

『
古
京
遺
文
』
は
狩
谷
棭
斎
「
古
京
遺
文
」
に
山
田
孝
雄
・
香
取
秀
真
編
「
続
古
京
遺
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文
」「
古
金
石
逸
文
」
等
を
併
せ
て
一
書
と
し
た
も
の
。
本
稿
の
引
用
は
勉
誠
社
に
よ

る
再
版
第
一
刷
（
昭
和
四
十
三
年
）
に
よ
っ
た
。
な
お
山
田
氏
に
よ
る
末
言
「
出
版
の

因
縁
」
に
は
「
拓
本
の
蒐
集
借
用
選
択
擇
等
は
香
取
君
之
を
主
り
、
原
稿
の
整
理
印
刷

等
の
事
は
余
之
を
擔
當
せ
り
」
と
あ
り
、
本
文
の
執
者
は
山
田
氏
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

以
下
、
本
拙
稿
に
お
け
る
山
田
氏
の
論
説
は
す
べ
て
右
の
論
文
に
よ
る
。

（
９
） 

田
中
重
久
「
方
形
三
尊
甎
と
千
仏
の
甎
壁
面
構
成
」（『
史
迹
と
美
術
』
一
六
一
、
昭

和
十
九
年
）。
以
下
、
本
拙
稿
に
お
け
る
田
中
重
久
氏
の
論
説
は
す
べ
て
右
の
論
文
に

よ
る
。

（
10
） 

小
野
玄
妙
「
弘
福
寺
道
明
上
人
の
千
仏
多
宝
塔
を
論
じ
て
長
谷
寺
開
創
の
事
に
及
ぶ
」

（『
密
教
』
二
ノ
三
、
大
正
元
年
）。
の
ち
『
仏
教
の
美
術
及
歴
史
』（
仏
書
研
究
会
、
大

正
五
年
）
所
収
。
喜
田
貞
吉
「
長
谷
寺
草
創
考
」（『
歴
史
地
理
』
二
三
ノ
四
、
大
正
三

年
）。
の
ち
『
喜
田
貞
吉
著
作
集 

第
６
巻 

奈
良
時
代
の
寺
院
』（
平
凡
社
、
昭
和

五
十
五
年
）
所
収
。
以
下
、
本
拙
稿
に
お
け
る
小
野
氏
・
喜
田
氏
の
論
説
は
す
べ
て
右

の
論
文
に
よ
る
。

（
11
） 

伴
信
友
「
長
谷
寺
多
宝
塔
銘
文 
長
谷
寺
縁
起
剝
偽
」（
天
保
十
四
年
稿
、『
伴
信
友
全

集　

第
二
』
国
書
刊
行
会
、
明
治
四
十
年
）。
以
下
、
本
拙
稿
に
お
け
る
伴
信
友
の
論

説
は
す
べ
て
右
の
論
文
に
よ
る
。

（
12
） 

福
山
敏
男
「
長
谷
寺
の
金
銅
版
千
仏
多
宝
塔
に
就
い
て
」（『
考
古
学
雑
誌
』
二
五
ノ

三
・
四
、
昭
和
十
年
）。
以
下
、
本
拙
稿
に
お
け
る
福
山
氏
の
論
説
は
と
く
に
こ
と
わ
り

の
な
い
か
ぎ
り
右
の
論
文
に
よ
る
。

（
13
） 

星
山
晋
也
「
各
個
解
説 

７ 

法
華
説
相
図
（
千
仏
多
宝
仏
塔
）」、
田
中
義
恭
「
資
料 

７ 

法
華
説
相
図 

」（
以
上
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
編
『
飛
鳥
・
白
鳳

の
在
銘
金
銅
仏
』（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
、
昭
和
五
十
一
年
） 

、
田
中

義
恭
「
作
品
解
説　

長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
」（『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
三
九
三
、
昭
和

五
十
八
年
）
な
ど
。

（
14
） 

西
村
無
薬
「
畿
内
地
方
考
古
叢
話
（
第
三
回
）
―
我
邦
最
古
の
銅
版
仏
―
」（『
考
古

界
』
三
ノ
一
二
、
明
治
三
十
七
年
）。
以
下
、
本
拙
稿
に
お
け
る
西
村
氏
の
論
説
は
す

べ
て
右
の
論
文
に
よ
る
。

（
15
） 

金
森
遵
「
長
谷
寺
法
華
説
相
像
の
造
立
年
次
に
就
い
て
」（『
考
古
学
雑
誌
』
二
七
ノ

一
○
、
昭
和
十
二
年
）。
の
ち
『
日
本
彫
刻
史
の
研
究
』（
河
原
書
店
、
昭
和
二
十
四
年
）

所
収
。

（
16
）
前
掲
註
（
13
）
星
山
解
説
、
田
中
解
説
な
ど
。

（
17
） 

福
山
敏
男
「
興
福
寺
金
堂
の
弥
勒
浄
土
像
と
そ
の
源
流
（
下
）」
註
32　
（『
考
古
学
雑

誌
』
三
八
ノ
一
、
昭
和
二
十
七
年
）。

（
18
） 

福
山
敏
男
「
法
華
説
相
図
銅
板
（
解
説
）」（『
世
界
美
術
全
集
』
２
、
角
川
書
店
、
昭

和
三
十
六
年
）。

（
19
）
前
掲
註
（
３
）
拙
稿
。

（
20
） 

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典　

巻
四
』
縮
刷
版
第
二
刷
（
大
修
館
書
店
、
昭
和
四
十
三

年
）
五
九
七
頁
。
な
お
⑯
―
３
字
は
実
際
に
は
「
廌
」
よ
り
九
画
目
の
横
画
が
一
本
少

な
い
が
、
右
の
辞
典
で
は
「
廌
」
の
異
体
と
す
る
。

（
21
） 

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典　

巻
六
』
縮
刷
版
第
二
刷
（
大
修
館
書
店
、
昭
和
四
十
三

年
）
二
二
八
頁
。

（
22
） 

一
例
と
し
て
『
漢
書
』
の
例
を
引
く
。「
薛
公
対
曰
、
使
英
布
出
于
下
計
、
陛
下
安
枕

而
臥
矣
」（
英
布
伝
）、「
陛
下
亦
未
得
安
枕
而
臥
」（
婁
敬
伝
）。

（
23
） 

訓
読
お
よ
び
現
代
語
訳
に
あ
た
っ
て
は
前
掲
註
（
12
）
福
山
論
文
、
前
掲
註
（
13
）

星
山
解
説
の
ほ
か
、
蔵
中
し
の
ぶ
「
長
谷
寺
銅
版
法
華
説
相
像
図
銘
」（
上
代
文
献
を

読
む
会
編
『
古
京
遺
文
注
釈
』
桜
楓
社
、
平
成
元
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
24
）
前
掲
註
（
13
）
星
山
解
説
。

（
25
） 

大
山
誠
一
「
長
谷
寺
銅
版
法
華
説
相
図
銘
の
年
代
と
思
想
」（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記

念
会
編
『
日
本
律
令
制
論
集 

上
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
五
年
）
の
註
39
。

（
26
） 

大
山
誠
一
「
長
谷
寺
銅
版
法
華
説
相
図
銘
の
年
代
と
思
想
」（『
長
屋
王
家
木
簡
と
金

石
文
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
年
）
の
註
39
。

（
27
） 

か
つ
て
私
は
「
長
谷
寺
銅
板
の
〝
豊
山
〟
に
つ
い
て
」（『
奈
良
美
術
研
究
』
八
、
平

成
二
十
一
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
箇
所
を
「（
こ
の
銅
板
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
）

釈
天
の
真
像
（
釈
迦
像
の
ま
こ
と
の
姿
の
意
か
？
）
が
こ
こ
豊
山
に
降
臨
し
」
と
解
釈

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
撤
回
し
、
本
論
文
の
現
代
語
訳
に
あ
る
通
り
「
ま
こ

と
の
帝
釈
天
の
姿
が
こ
こ
豊
山
に
降
臨
し
（
こ
の
山
を
仏
教
の
聖
山
で
あ
る
須
弥
山
に

な
ぞ
ら
え
て
讃
え
）」
と
改
め
る
。
な
お
、
東
野
治
之
「
七
世
紀
以
前
の
金
石
文
」（
列

島
の
古
代
史 

ひ
と
・
も
の
・
こ
と 

６
『
言
語
と
文
字
』
岩
波
書
店
、
平
成
十
八
年
）

の
に
も
「
釈
天
」
を
帝
釈
天
、「
豊
山
」
を
帝
釈
天
が
降
臨
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所

と
解
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。

（
28
） 

内
藤
虎
次
郎
（
湖
南
）「
唐
代
の
文
化
と
天
平
文
化
」（『
天
平
の
文
化
』
朝
日
新
聞
社
、

昭
和
三
年
）。
の
ち
に
『
増
補
日
本
文
化
史
研
究
』（
弘
文
堂
、
昭
和
五
年
）
所
収
。

春
名
好
重
「
法
華
説
相
図
銅
板
銘
」（『
書
学
』
二
二
九
、
昭
和
三
十
六
年
）。

安
藤
更
生
「
長
谷
寺
法
華
説
相
銅
板
銘
（
解
説
）」（『
書
道
全
集
９　

日
本
１　

大
和
・

奈
良
』
平
凡
社
、
昭
和
四
十
年
）。

（
29
）
鈴
木
勉
氏
に
よ
る
長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
関
連
の
論
考
は
以
下
の
通
り
。

ａ 

．「
10
世
紀
以
前
中
国
鐘
と
奈
良
県
長
谷
寺
法
華
説
相
図
版
銘
の
文
字
彫
刻
技
法
」

（『
日
本
機
械
学
会
第
63
期
通
常
総
会
講
演
会
講
演
概
要
集
』
八
六
○
―
二
、
昭
和

六
十
一
年
）。

ｂ 
．「
陳
の
太
建
七
年
銘
鐘
の
陰
刻
銘
の
彫
刻
技
法
に
つ
い
て
」（『
史
迹
と
美
術
』

六
五
二
、
平
成
七
年
）。

ｃ 

．「
上
代
金
石
文
の
刻
銘
技
法
に
関
す
る
二
三
の
問
題
」（『
風
土
と
文
化
』
五
、
平

成
十
六
年
）。
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（
30
） 

前
掲
註
（
29
）
鈴
木
ｃ
論
文
に
よ
る
。
な
お
、〔　
　

〕
で
示
し
た
期
間
は
同
論
文
の

文
意
に
し
た
が
い
片
岡
が
補
っ
た
。

（
31
） 
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
「
浚
い
彫
り
技
法
」
と
似
た
技
法
に
「
籠
字
陰
刻
技
法
」
が
あ
る

が
、
こ
れ
が
文
字
線
の
輪
郭
の
上
を
た
が
ね
で
彫
る
の
に
対
し
、「
浚
い
彫
り
技
法
」

は
た
が
ね
を
文
字
線
の
内
側
の
端
に
合
わ
せ
て
彫
る
の
で
、
両
者
は
全
く
異
な
る
技
法

で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
「
浚
い
彫
り
技
法
」
は
下
書
き
の
文
字
線
の
輪
郭
を
あ
く
ま

で
忠
実
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
彫
刻
技
術
者
の
意
識
と
し
て
の
表
現
技
法
に

大
き
な
相
違
が
あ
る
と
い
う
。

（
32
）
前
掲
註
（
29
）
鈴
木
ａ
論
文
よ
り
複
写
。

（
33
）
前
掲
註
（
29
）
鈴
木
ａ
論
文
。

（
34
）
前
掲
註
（
29
）
鈴
木
ｂ
論
文
。

（
35
）
前
掲
註
（
29
）
鈴
木
ｃ
論
文
。

（
36
） 

以
下
の
①
～
⑥
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
３
）
拙
稿
の
ほ
か
、
拙
稿
「
仏
塔
装
飾
小
考

―
飛
鳥
白
鳳
期
の
作
例
を
中
心
に
―
」（『
奈
良
美
術
研
究
』
十
三
、
平
成
二
十
四
年
）、

拙
著
『
長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
二
十
四
年

十
月
刊
行
予
定
）
参
照
。

（
37
） 

東
野
治
之
「
白
鳳
時
代
に
お
け
る
欧
陽
詢
書
風
の
受
容
」（『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』

塙
書
房
、
昭
和
五
十
八
年
）
に
よ
る
。

『
旧
唐
書
』
巻
一
八
九
上
「
欧
陽
詢
伝
」

　
〈
前
略
〉
詢
初
學
二
王
羲
之
書
一
、
後
更
漸
變
二
其
體
一
。
筆
力
險
勁
、
爲
二
一
時
之
絶
一
。

人
得
二

其
尺
牘
文
字
一
、
咸
以
爲
二

楷
範
一

焉
。
高
麗
甚
重
二

其
書
一
、
嘗
遣
レ

使
求
レ

之
。

高
祖
嘆
曰
、
不
レ
意
詢
之
書
名
、
遠
播
二
夷
狄
一
、
彼
觀
二
其
跡
一
、
固
謂
二
其
形
魁
梧
一
耶
。

〈
後
略
〉

　

右
に
高
麗
（
高
句
麗
）
は
欧
陽
詢
の
書
を
重
ん
じ
、
使
い
を
遣
わ
し
て
ま
で
そ
の
書

を
求
め
た
と
あ
る
。
高
祖
の
言
に
「
夷
狄
（
高
句
麗
）
の
奴
ら
め
、
詢
の
端
正
な
筆
跡

か
ら
は
そ
の
身
体
つ
き
の
大
き
な
こ
と
な
ど
想
像
も
で
き
ま
い
よ
」
と
あ
る
の
が
お
も

し
ろ
い
。
欧
陽
詢
は
「
魁
梧
」（
大
男
）
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
こ
の
伝
の
省
略
箇

所
に
「
貌
甚
寝
陋
」
あ
る
よ
う
に
、
た
い
そ
う
な
醜
男
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
高
祖
の

呵
々
大
笑
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

（
38
） 『
扶
桑
略
記
』『
七
大
寺
年
表
』『
東
大
寺
要
録
』
な
ど
に
は
道
明
は
弘
福
寺
（
川
原
寺
）

僧
で
あ
り
、
そ
の
俗
姓
は
六
人
部
氏
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
『
新
撰
姓
氏
録
』「
和
泉

国
諸
蕃
」
に
は
「
百
済
公
。
百
済
国
酒
王
之
後
也
。
六
人
部
連
。
百
済
公
同
祖
。
酒
王

之
後
也
。」
と
あ
る
。

（
39
）
前
掲
註
（
37
）
東
野
論
文
。

〔
付
記
〕

　

か
つ
て
私
は
拙
稿
「
長
谷
寺
銅
板
の
原
所
在
地
に
つ
い
て
―
迹
驚
淵
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
新
潟
産
業
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
二
一
、
平
成
二
十
二
年
）
に
お
い
て
、
山
田
孝
雄

氏
が
『
古
京
遺
文
』（
宝
文
館
、
明
治
四
十
五
年
）
所
収
「
続
古
京
遺
文
」
中
の
「
長
谷
寺

銅
版
法
華
説
相
図
銘
」
で
、「
本
銅
版
は
本
長
谷
寺
五
重
塔
中
に
秘
め
あ
り
し
を
以
て
棭
斎

等
の
知
る
所
と
な
ら
ざ
り
し
が
、
近
世
塔
焼
失
し
其
灰
燼
中
よ
り
現
出
せ
し
も
の
と
伝
ふ
。

さ
れ
ど
、
文
政
十
一
年
六
月
伊
賀
人
河
村
春
雄
長
谷
寺
に
至
り
て
こ
の
銅
版
を
摹
搨
し
た
る

こ
と
伴
信
友
の
文
に
見
ゆ
れ
ば
近
世
灰
燼
中
よ
り
出
で
た
り
と
い
ふ
は
誤
な
る
べ
し
、
但
し
、

火
に
罹
り
し
も
の
な
る
こ
と
は
明
な
れ
ば
そ
の
罹
災
は
な
ほ
古
き
時
に
あ
り
し
も
の
か
。」

と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
こ
の
文
に
は
一
見
し
て
二
つ
の
錯
誤
が
あ
る
」
云
々
と

し
た
が
、
こ
れ
は
私
が
山
田
氏
の
文
を
誤
読
し
た
こ
と
に
よ
る
失
考
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
右

拙
稿
の
二
十
八
頁
下
段
二
行
目
「
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
…
」
よ
り
三
十
頁
上
段
三
行
目

「
…
論
考
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。」
ま
で
と
註
（
58
）（
59
）
を
削
除
し
、
山
田
氏
に
陳
謝

し
た
い
。『
新
潟
産
業
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
は
同
学
部
の
廃
止
に
よ
り
右
の
号
を
も
っ
て

終
刊
と
な
っ
た
た
め
、
い
ま
こ
こ
に
記
す
。

（
二
○
一
二
年
六
月
十
四
日
稿
）




